
○江東区チームオレンジ活動費補助金交付要綱 

令和５年４月１日 

５江福地第１００号 

（目的） 

第１条 この要綱は、チームオレンジ（認知症の人及びその家族を支援する活

動を行う団体をいう。以下同じ。）を運営する団体又は個人に対し、当該運

営に要する費用の一部を補助することにより、認知症の人及びその家族を地

域で支える仕組みづくりに資することを目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次の要件を全て満たすチームオレンジを区内で運営す

る団体又は個人とする。 

(1) 区民を利用対象としていること。 

(2) チームオレンジに認知症の人及びその家族が参加しており、かつ、チー

ムオレンジの活動内容が当該認知症の人及びその家族の支援を目的として

いること。 

(3) チームオレンジの構成員は、ステップアップ講座の修了者及び受講予定

者並びに認知症の人及びその家族とし、ステップアップ講座の修了者を１

人以上含むこと。 

(4) チームオレンジの活動に参加する認知症の人を適切な支援につなげら

れるよう、周辺地域の長寿サポートセンターと連携体制を構築すること。 

(5) チームオレンジの利用料金（飲食費、材料費等の実費負担を除く。）が

無料であること。 

(6) 利用者に対して政治活動、宗教活動又は営業活動を行わないこと。 

(7) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。 

(8) 公序良俗に反する活動を行わないこと。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、チームオレンジを運営する事業とする。 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象期間は、当該年度の４月１日から３月３１日までとする。 

（補助対象経費） 



第５条 補助対象経費は、補助対象事業に直接必要な経費であって、別表に掲

げるものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は１５万円のうち、いずれ

か少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、同一の補助対象者に対

する補助金の交付は、同一の年度内において１回限りとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江

東区チームオレンジ活動費補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) チームオレンジ活動計画書（別記第２号様式） 

(2) チームオレンジメンバー名簿（別記第３号様式） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは江東区チームオレンジ活動費補助金交付決定通知書（別

記第４号様式）により、不適当と認めるときは江東区チームオレンジ活動費

補助金交付申請却下通知書（別記第５号様式）により、当該申請者に通知す

る。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

（取下げ） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知

を受けた日から１４日以内に、江東区チームオレンジ活動費補助金交付申請

取下書（別記第６号様式）を区長に提出するものとする。 

（変更等の申請及び承認） 

第１０条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江

東区チームオレンジ活動費補助金交付決定変更（中止・廃止）承認申請書（別

記第７号様式）により区長に申請し、その承認を受けるものとする。 



(1) 補助対象事業の実施に係る経費、事業内容等に変更が生じ、又は生じる

おそれのあるとき。 

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区チームオレンジ活動費補助金交付決定変更（中止・

廃止）承認通知書（別記第８号様式）により、補助事業者に通知する。 

３ 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、当該年度の４月１日から９月３０日までの実施内容

及び当該年度の１０月１日から３月３１日までの実施内容を、江東区チーム

オレンジ活動費補助金実績報告書（別記第９号様式。以下「実績報告書」と

いう。）に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。 

(1) チームオレンジ活動報告書（別記第１０号様式） 

(2) 活動に要した費用が記載された領収書の写し 

(3) 実施事業の詳細が分かる資料（実施事業の写真、配布資料等） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告の期限は、当該年度の４月１日から９月３０日まで

の実施内容にあっては当該年度の１０月３１日までとし、当該年度の１０月

１日から３月３１日までの実施内容にあっては当該年度の翌年度の４月３０

日までとする。 

（額の確定） 

第１２条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実

績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補

助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区チームオレンジ

活動費補助金交付額確定通知書（別記第１１号様式）により、補助事業者に

通知する。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区

チームオレンジ活動費補助金交付請求書（別記第１２号様式）により、区長



に補助金を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者

に対し、速やかに補助金を支払う。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

補助対象事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反し

たとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、江東区チームオレンジ活動費補助金交付決定取消通知書（別記第１

３号様式）により、補助事業者に通知する。 

３ 前２項の規定は、当該補助対象事業に係る補助金の額の確定があった後に

おいても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助

金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならな

い。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

に定めるところによる。 

（関係書類の整理保存） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿

を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を

当該事業が完了した日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

あっては、その承認を受けた日）の属する会計年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 



（個人情報の取扱い） 

第１７条 補助事業者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いに

ついては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づ

き、適正に管理しなければならない。 

（委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

福祉部長が別に定める。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助対象経費詳細 上限金額 

需用費 事務用品等の物品購入費、茶菓代、印

刷代等 

３４，０００円 

役務費 切手及びはがき代、通信料、保険料、

手数料等 

２０，０００円 

使用料及び賃借料 機器・物品賃借料、会場・器具使用料

等 

９６，０００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、決定の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区チームオレンジ活動

費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第７条関係） 

別記第２号様式（第７条関係） 

別記第３号様式（第７条関係） 

別記第４号様式（第８条関係） 

別記第５号様式（第８条関係） 

別記第６号様式（第９条関係） 

別記第７号様式（第１０条関係） 

別記第８号様式（第１０条関係） 

別記第９号様式（第１１条関係） 

別記第１０号様式（第１１条関係） 

別記第１１号様式（第１２条関係） 

別記第１２号様式（第１３条関係） 

別記第１３号様式（第１４条関係） 

 


